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い
て

成

瀬

隆

順

一
　
は
じ
め
に

五
逆
罪
と
誹
謗
正
法
の
罪
を
犯
し
た
者
を
除
く
と
す
る
『
無
量
寿

経
』
第
十
八
願
と
、
十
悪
五
逆
を
犯
し
た
者
で
さ
え
救
済
さ
れ
る
『
観

無
量
寿
経
』
下
品
下
生
の
経
説
の
相
違
に
つ
い
て
、
中
国
・
朝
鮮
浄
土

教
の
諸
師
は
様
々
な
解
釈
を
行
い
そ
の
矛
盾
を
会
通
し
て
き
た
。
平
安

時
代
後
期
に
東
大
寺
東
南
院
で
活
躍
し
た
珍
海
も
、
浄
土
教
義
に
関
す

る
主
著
で
あ
る
『
決
定
往
生
集
』「
第
六
除
障
決
定
」
の
項
で
、
懐
感

撰
『
群
疑
論
』
に
「
逆
謗
除
取
」
に
関
す
る
十
五
家
の
異
釈
が
あ
る
こ

と
を
示
し
た
後
、
浄
影
寺
慧
遠
が
示
す
人
（
善
趣
・
常
没
）・
行
（
定

善
・
散
善
）
二
種
の
立
場
に
よ
る
解
釈
を
用
い
て
、
五
逆
・
謗
法
人
が

往
生
す
る
可
能
性
を
問
答
の
中
で
模
索
し
て
い
る
。
こ
の
「
第
六
除
障

決
定
」
に
見
ら
れ
る
問
答
は
石
田
瑞
麿
氏
や
普
賢
晃
寿
氏
の
研
究
）
1
（

に
も

言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
元
に
遡
っ
て
の
詳
細
な
考
究
は
な
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

一
連
の
問
答
で
は
、
五
逆
罪
・
誹
謗
正
法
・
一
闡
提
・
決
定
業
転
に

つ
い
て
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
研
究
で
は
五
逆
罪
と
誹
謗
正

法
に
関
す
る
問
答
に
引
用
さ
れ
る
諸
師
の
思
想
を
検
討
し
、
珍
海
の
捉

え
た
「
逆
謗
除
取
」
の
解
釈
が
示
す
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
慧

遠
が
定
義
す
る
善
趣
位
・
常
没
位
、
更
に
は
下
品
人
を
善
趣
、
即
ち
十

信
と
捉
え
る
慧
遠
の
九
品
説
の
一
端
に
も
触
れ
て
み
た
い
。

二
　
善
趣
位
・
常
没
位
の
定
義

「
逆
謗
除
取
」
の
考
察
に
先
立
ち
、
慧
遠
述
の
『
大
乗
義
章
』
に
説

か
れ
る
善
趣
位
・
常
没
位
の
定
義
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
大
乗
義

章
』
巻
十
七
末
「
賢
聖
義
」
に
次
の
よ
う
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

言
二
外
凡
一
者
、
善
趣
之
人
向
レ
外
求
レ
理
、
未
レ
能
三
息
レ
相
内
縁
二
真
性
一、
故
名

為
レ
外
。
六
道
分
段
凡
身
未
レ
捨
、
故
名
為
レ
凡
）
2
（

。

次
第
二
門
、
随
レ
別
解
釈
。
先
解
二
善
趣
一。
依
二
瓔
珞
経
一
善
趣
位
中
、
修
二
十
種

心
一
名
為
二
十
信
）
3
（

一。

こ
の
二
文
で
は
、
外
凡
と
は
「
善
趣
之
人
」
の
こ
と
で
あ
り
、『
瓔

珞
経
』
に
依
っ
て
善
趣
位
で
十
種
の
心
を
修
す
る
の
で
十
信
に
あ
た
る

と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
常
没
位
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
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い
。
同
じ
く
「
賢
聖
義
」
で
は
、
菩
薩
を
漸
入
菩
薩
と
頓
悟
菩
薩
の
二

種
に
分
別
し
て
い
る
。
小
乗
に
入
っ
た
後
に
大
乗
に
転
向
す
る
漸
入
菩

薩
の
「
位
分
」
を
説
明
す
る
に
際
し
、『
涅
槃
経
』
の
説
と
し
て
常
没

位
が
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

次
対
レ
小
分
別
。
菩
薩
有
レ
二
。
一
是
漸
入
。
二
是
頓
悟
。
言
二
漸
入
一
者
、
先

小
後
大
。

…
〈
中
略
〉
…

問
曰
、
此
等
既
入
二
大
乗
一。
於
二
大
乗
中
一
位
分
何
処
。
経
無
二
定
判
一。
唯
義

推
レ
之
応
レ
在
二
善
趣
一。
於
二
大
乗
中
一
初
発
心
後
未
レ
至
二
種
性
一
悉
名
二
善
趣
一。

二
乗
入
レ
大
在
二
此
位
中
一。
云
何
得
レ
知
レ
非
二
善
趣
前
一。
涅
槃
経
中
説
二
善
趣

前
一
名
為
二
常
没
一。
常
没
二
三
塗
一
常
没
二
三
有
一。
此
非
二
常
没
一。
故
知
レ
非
レ
前
）
4
（

。

種
性
す
な
わ
ち
十
住
以
上
に
至
ら
な
け
れ
ば
悉
く
善
趣
と
し
、『
涅

槃
経
）
5
（

』
に
よ
り
善
趣
の
前
に
常
没
位
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

『
決
定
往
生
集
』「
第
五
修
因
決
定
」
に
「
謂
十
信
前
常
没
位
中
」
と
記

し
、「
乃
名
二
隣
近
善
趣
人
一
也
。」
と
言
い
換
え
る
こ
と
と
も
符
合
す

る
。
こ
れ
ら
慧
遠
の
説
示
に
よ
り
、
善
趣
位
は
外
凡
の
十
信
の
位
に
あ

た
り
、
そ
の
善
趣
位
に
入
る
以
前
の
位
が
常
没
位
で
あ
る
と
の
定
義
が

確
認
で
き
た
。
懐
感
撰
『
群
疑
論
』
巻
三
の
「
逆
謗
除
取
章
」
で
は
、

十
五
家
の
異
釈
が
あ
る
中
、
七
番
目
に
「
七
観
経
取
者
、
是
十
信
菩
薩

人
。
寿
経
除
者
、
非
二
十
信
菩
薩
一
人
）
6
（

。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
群
疑

論
』
で
は
十
五
家
の
異
釈
に
人
名
を
記
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
対

し
、
道
忠
は
『
群
疑
論
』
の
註
釈
書
で
あ
る
『
群
疑
論
探
要
記
）
7
（

』
で
、

こ
の
第
七
説
の
説
者
を
「
浄
影
」
と
し
て
い
る
。
後
出
の
慧
遠
の
逆
謗

除
取
に
関
す
る
註
釈
で
は
、「
善
趣
」
と
記
す
が
「
十
信
」
の
表
現
は

用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
道
忠
の
判
断
の
根
拠
は
こ
の
定
義
に
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
五
逆
罪
に
つ
い
て

『
決
定
往
生
集
』「
第
六
除
障
決
定
」
で
は
「
逆
謗
除
取
」
の
問
い
に

対
し
、『
群
疑
論
』
中
に
十
五
家
の
異
釈
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
後
、

慧
遠
が
示
す
人
（
善
趣
・
常
没
）・
行
（
定
善
・
散
善
）
二
種
の
立
場
に
よ

る
解
釈
を
取
意
引
用
し
て
、
珍
海
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

問
。
観
経
下
品
下
生
之
者
造
二
〔
造
＝
×
〕
十
悪
五
逆
一
具
二
諸
不
善
一、
由
二
十

念
一
故
レ
生
二
浄
土
一。
大
経
之
中
除
二
五
逆
者
一。
二
説
相
違
、
云
何
〔
＋
可
〕
会

耶
。

答
。
群
疑
論
中
出
二
十
五
家
異
釈
一
已
、
自
更
解
レ
之
。
如
レ
此
古
今
云
云
、

不
レ
同
。
然
依
二
浄
影
一
有
二
二
〔
＋
解
〕
釈
一。
一
云
、
過
去
発
二
菩
提
心
一、

遇
レ
縁
造
レ
逆
必
有
二
重
悔
一、
亦
得
二
往
生
一。
若
是
常
没
造
二
逆
罪
一
者
終
無
二
生

理
一。
又
修
二
定
善
一
滅
二
五
逆
罪
一。
故
得
二
往
生
一。
若
但
散
善
不
レ
能
レ
滅
レ
之
、

則
〔
則
＝
即
〕
不
レ
生
也
。
故
二
経
中
説
レ
生
、
説
二
不
生
一、
各
依
二
一
義
一、
終

不
二
相
違
一
也
。
由
レ
此
応
レ
知
、
善
趣
之
人
若
造
二
逆
罪
一、
若
不
レ
造
レ
逆
、
皆

得
二
往
生
一。
若
常
没
人
造
逆
之
者
不
レ
得
二
往
生
一。
若
不
レ
造
レ
逆
便
得
レ
生
也
。

就
二
定
・
散
一
弁
准
レ
此
可
レ
知
）
8
（

。

人
に
約
し
た
場
合
は
、
過
去
に
菩
提
心
を
発
し
た
者
は
、
縁
に
よ
り

逆
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
重
悔
が
あ
る
の
で
往
生
で
き
る
の
に
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対
し
、
常
没
の
造
逆
は
「
終
無
二
生
理
一
」
で
あ
る
か
ら
「
不
得
往
生
」

で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
行
に
約
し
た
場
合
は
、
定
善
の
造
逆
は
逆
罪

を
滅
す
る
事
が
で
き
る
の
で
往
生
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
散
善
の
造

逆
は
逆
罪
を
滅
す
る
事
が
で
き
な
い
の
で
「
不
生
」
で
あ
る
と
、
慧
遠

の
二
種
の
解
釈
を
珍
海
は
示
し
て
い
る
。「
由
レ
此
応
レ
知
」
と
続
く
論

述
で
、
善
趣
と
常
没
と
を
列
記
す
る
の
で
、
こ
こ
で
過
去
に
菩
提
心
を

発
し
た
者
は
善
趣
位
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
『
決
定
往
生

集
』
に
引
用
さ
れ
る
慧
遠
説
の
該
当
箇
所
は
以
下
の
Ⓐ
『
無
量
寿
経
義

疏
』
と
、
Ⓑ
、
Ⓒ
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
の
二
書
に
確
認
で
き
る
。

Ⓐ
慧
遠
撰
『
無
量
寿
経
義
疏
』
巻
下

問
曰
、
於
二
彼
観
経
之
中
一
、
説
三
五
逆
等
皆
得
二
往
生
一。
今
此
経
中
言
レ
不
レ 

得
レ
生
、
此
言
何
論
。
釈
有
二
両
義
一。
一
約
レ
人
分
別
。
人
有
二
二
種
一。
一
者
久

発
二
大
乘
心
一
人
。
遇
レ
縁
造
レ
逆
、
如
二
闍
王
等
一。
此
雖
レ
造
レ
逆
、
必
有
二
重

悔
一。
発
心
求
レ
出
、
能
滅
二
重
罪
一、
為
二
是
得
一
レ
生
。
観
経
拠
レ
此
。
二
者
先
来

不
レ
発
二
大
心
一、
現
造
二
逆
罪
一、
多
無
二
重
悔
一。 

不
レ
能
三
決
定
発
二
菩
提
心
一、
為
二

是
不
一レ
生
。
此
経
拠
レ
此
。
二
約
レ
行
分
別
。
行
有
二
定
・
散
一。
有
レ
人
雖
三
復

造
二―
作
逆
罪
一、
能
修
二
十
六
正
観
善
根
一、
深
観
二
仏
徳
一、
除
二
滅
重
罪
一、
則
得
二
往

生
一。
観
経
拠
レ
此
。
若
人
造
レ
逆
、
不
レ
能
レ
修
二―
習
観
仏
三
昧
一、
雖
レ
作
二
余
善
一、

不
レ
能
レ
滅
レ
罪
。
故
不
二
往
生
一
。
此
経
拠
レ
此
）
9
（

。

Ⓑ
慧
遠
撰
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
巻
末

又
問
。
大
経
説
二
五
逆
不
一レ
得
二
往
生
一、
此
経
宣
二
説
逆
罪
得
一レ
生
。
其
義
云
何
。

釈
有
二
両
義
一。
一
約
レ
人
分
別
。
造
逆
罪
人
有
レ
上
有
レ
下
。
善
趣
已
前
常
没
造

逆
、
説
以
為
レ
下
。
善
趣
位
中
遇
レ
縁
造
レ
逆
、
説
レ
之
為
レ
上
。
如
二
世
王
等
一

上
人
造
レ
逆
必
有
二
重
悔
一
。
令
二
罪
消
薄
一
容
二
便
得
一レ
生
。
此
経
就
レ
之
故

説
三
五
逆
亦
得
二
往
生
一。
下
人
造
レ
逆
多
無
二
重
悔
一、 

不
レ
可
レ
得
レ
生
。
大
経

就
レ
此
故
説
レ
不
レ
生
。
二
約
レ
行
分
別
。
造
逆
之
人
行
有
二
定
・
散
一。
観
仏
三
昧

名
レ
之
為
レ
定
。
修
二
余
善
根
一
説
以
為
レ
散
。
散
善
力
微
不
レ
能
レ
滅
二
除
五
逆
重

罪
一、
不
レ
得
二
往
生
一。
大
経
就
レ
此
故
説
レ
不
レ
生
。
定
善
力
強
能
消
二
逆
罪
一
容
レ 

得
レ
往
。
此
経
明
レ
観
所
以
説
レ
生
。
分
別
如
レ
是
）
10
（

。

Ⓒ
慧
遠
撰
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
巻
末

問
曰
、
如
二
大
経
中
一
五
逆
不
レ
生
。
今
此
何
故
五
逆
亦
生
。
釈
言
、
随
レ
人

不
レ
同
故
爾
。
若
是
宿
世
無
二
道
根
一
者
、
現
造
二
五
逆
一
終
無
二
生
理
一。 

若
是
先

発
二
菩
提
心
一
人
、
雖
三
復
遇
レ
縁
造
二
作
五
逆
・
四
重
等
罪
一、
必
生
二
重
悔
一
如
二

世
王
等
一
亦
得
二
往
生
一。
乃
至
大
乗
善
趣
之
人
有
レ
造
二―
作
五
逆
・
四
重
・
謗
法

罪
一
故
。
十
悪
名
義
備
如
二
上
列
）
11
（

一。

「
約
人
」
に
関
し
て
Ⓐ
で
は
善
趣
・
常
没
の
名
称
は
用
い
ず
「
大
乘

心
」
の
有
無
に
よ
り
重
悔
の
有
無
が
生
じ
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
往
生

の
可
否
が
二
経
の
相
違
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
Ⓑ
で
は

「
大
乘
心
」
に
は
触
れ
ず
、
造
逆
の
罪
人
に
上
・
下
の
二
人
が
あ
る
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
善
趣
・
常
没
を
配
当
し
て
い
る
。
Ⓒ
で
は
「
宿
世

無
二
道
根
一
者
」
と
「
先
発
二
菩
提
心
一
人
」
を
対
比
し
往
生
の
可
否
を
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論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
過
去
に
発
菩
提
心
し
重
悔
が

有
る
者
が
善
趣
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

少
し
本
論
よ
り
逸
れ
る
が
、
慧
遠
の
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
で
下
品

人
を
分
別
し
て
い
る
箇
所
で
以
下
の
よ
う
に
示
す
の
は
興
味
深
い
。

次
論
二
下
輩
一
。
此
人
過
去
曾
修
二
大
乗
一
故
、
大
経
中
宣
説
、
此
人
発
二
菩
提

心
一、
聞
レ
説
二
深
法
一
信
楽
不
レ
疑
。
現
在
遇
レ
縁
造
二―
作
諸
罪
一
故
、
此
経
中
偏

彰
二
其
過
一。
現
雖
レ
作
レ
罪
善
友
開
導
、
帰
向
之
力
故
得
二
往
生
）
12
（

一。

こ
こ
で
は
、
下
輩
人
（
下
品
人
）
は
過
去
に
曾
て
大
乗
を
修
し
た
者

で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
Ⓐ
、
Ⓒ
で
過
去
に
発
菩
提
心
し
た
善
趣

の
人
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
冒
頭
の
善
趣
位
の
定
義
と
考
え
合

わ
せ
る
と
、
慧
遠
は
九
品
中
の
下
品
人
を
善
趣
位
、
す
な
わ
ち
十
信
に

想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
無
量
寿
経
義
疏
』
に
お

い
て
「
大
乗
人
中
、
外
凡
善
趣
、
名
為
二
下
品
）
13
（

一。」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
慧
遠
の
下
品
人
に
対
す
る
階
位
の
配
当
を
伺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
良
忠
述
『
観
経
疏
伝
通
記
』
巻
五
「
玄
義
分

第
五
）
14
（

」
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
で
も
あ
り
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で

あ
る
。

「
約
行
」
に
関
し
て
は
二
書
に
は
さ
し
て
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
Ⓐ

で
は
、
定
善
は
即
ち
「
十
六
正
観
」
で
あ
り
、
散
善
は
観
仏
三
昧
で
は

な
く
余
善
を
作
す
こ
と
が
散
善
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
Ⓐ

の
説
示
は
、
Ⓑ
に
「
観
仏
三
昧
名
レ
之
為
レ
定
。
修
二
余
善
根
一
説
以

為
レ
散
。」
と
明
確
に
示
し
て
い
る
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
。

以
上
、『
無
量
寿
経
義
疏
』
と
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
の
人
・
行
に

関
す
る
慧
遠
の
解
釈
が
織
成
さ
れ
、
先
の
『
決
定
往
生
集
』
中
の
慧
遠

説
と
し
て
の
引
用
が
成
り
立
っ
た
こ
と
が
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

加
え
て
続
く
問
答
で
は
、
珍
海
は
常
没
の
造
逆
人
が
往
生
す
る
可
能

性
を
、
慧
遠
の
説
示
を
も
と
に
導
こ
う
と
試
み
て
い
る
。

問
。
常
没
造
逆
必
不
レ
生
耶
。

答
。
此
有
二
二
義
一。
一
云
、
定
不
レ
生
故
言
、
終
無
二
生
理
一。
一
云
、
或
有
二
生

者
一。
然
依
二
多
分
一
故
言
レ
不
レ
生
。
故
記
文
云
、
下
人
造
レ
逆
、
多
無
二
重
悔
一。

既
言
二
多
無
一。
故
知
、
少
有
。
若
爾
何
故
本
願
除
レ
之
。
以
二
不
定
一
故
願
中
簡

也
。
若
〔
若
＝
問
〕
容
レ
生
者
、
何
故
記
云
三
終
無
二
生
理
一。
拠
レ
〔
拠
＝
答
〕

無
二
重
悔
一
故
言
二
終
無
一
耳
。
又
有
二
一
意
一。
若
修
レ
観
者
設
雖
二
常
没
造
逆
一、

亦
得
二
往
生
一。
然
修
二
正
観
一
乃
入
二
善
趣
一
故
。
於
二
此
中
一
更
可
二
審
思
）
15
（

一。

答
え
に
二
義
有
り
と
し
、
一
説
に
は
先
程
の
Ⓒ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に

「
終
無
二
生
理
一
」
と
の
理
由
か
ら
「
不
生
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か

し
、
も
う
一
説
と
し
て
は
「
或
有
二
生
者
一
」
と
、
往
生
の
可
能
性
を

見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
Ⓑ
で
「
下
人
造
レ
逆
、
多
無
二
重

悔
一。」
と
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
重
悔
が
多
く
は
無
い
が
少
し
は
有

る
、
と
慧
遠
説
の
行
間
を
読
み
取
り
往
生
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
に

腐
心
し
て
い
る
。
更
に
は
人
・
行
の
二
説
を
組
み
合
わ
せ
、
常
没
の
造

逆
で
さ
え
も
定
善
の
十
六
正
観
を
修
す
れ
ば
往
生
が
可
能
で
あ
る
と
述

べ
る
。
し
か
し
、
正
観
を
修
す
れ
ば
そ
れ
は
既
に
常
没
で
は
な
く
善
趣
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の
人
と
な
っ
て
し
ま
う
矛
盾
が
生
じ
る
た
め
、「
更
可
二
審
思
一
」
と
更

な
る
検
討
を
促
し
て
い
る
。

四
　
誹
謗
正
法
に
つ
い
て

次
に
、
謗
法
人
に
関
す
る
問
答
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
問
答
に

関
し
て
も
答
え
に
二
義
有
り
と
し
、
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

問
。
謗
法
之
罪
為
下
由
二
念
仏
一
滅
レ
之
往
生
上
耶
。

答
。
有
二
二
義
一。
一
云
不
生
。
無
二
異
説
一
故
。
故
嘉
祥
疏
云
、
闡
提
不
レ
信
二
他

方
浄
土
一。
故
不
レ
得
レ
生
。
一
云
、
亦
得
二
往
生
一。
観
経
文
云
、
五
逆
十
悪
具
諸

不
善
。
感
師
引
二
此
文
一、
云
二
無
悪
不
造
一
云

云
。
故
知
、
此
人
謗
法
亦
得
二
往

生
一。
故
観
仏
三
昧
経
第
二
巻
云
、
謗
二
方
等
経
一、
作
二
五
逆
罪
一、
一
日
観
二
仏
一

相
好
一
者
、
皆
悉
尽
滅
。
　
略
抄
　
観
経
記
云
、
乃
至
大
乗
善
趣
之
人
、
亦

有
レ
造
二―
作
四
重
・
五
逆
・
謗
法
罪
一
故
云

云
。
若
善
趣
位
謗
法
之
者
、
准
二
五
逆

人
一
亦
可
レ
得
レ
生
。
或
常
没
位
已
謗
法
者
、
後
修
二
定
善
一
容
レ
使
レ
得
二
往
〔
往

＝
×
〕
生
一。
嘉
祥
疏
云
、
不
レ
明
二
謗
法
・
闡
提
往
生
一
者
、
明
レ
悪
不
レ
尽
。
又

云
、
以
二
不
信
一
故
不
レ
得
二
往
生
一
云

云
。
准
二
此
釈
文
一、
雖
二
是
謗
法
一
若
後
改
悔

信
二
受
大
乗
一
不
レ
妨
二
往
生
一。
又
既
言
二
明
レ
悪
不
一レ
尽
。
故
知
、
理
尽
亦
可
レ
生

也
）
16
（

。
一
説
で
は
「
不
生
」
を
説
く
の
で
あ
り
、
根
拠
を
吉
蔵
の
説
示
に
求

め
て
い
る
。「
闡
提
不
レ
信
二
他
方
浄
土
一
」
と
の
引
用
は
そ
の
ま
ま
見

出
せ
な
い
。
お
そ
ら
く
次
に
示
す
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
後
半
の
傍
線

部
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

解
云
、
第
三
品
明
レ
悪
有
二
三
人
一。
初
明
レ
作
二
十
悪
一、
次
明
レ
作
二
四
重
一、
後

明
レ
作
二
五
逆
一。
不
レ
明
二
謗
法
・
闡
提
一。
故
明
レ
悪
不
レ
尽
。
十
悪
・
四
重
・
五

逆
並
得
レ
生
二
西
方
一。
若
是
謗
法
闡
提
不
レ
得
レ
生
也
。
所
二―
以
謗
法
・
闡
提
不
一レ 

得
レ
生
者
、
闡
提
不
レ
信
レ
法
。
臨
終
雖
二
為
説
一レ
有
二
無
量
寿
仏
一
彼
終
不
レ
信
。

故
不
レ
得
二
往
生
一。
又
謗
法
亦
爾
。
如
二
小
乗
人
一
聞
レ
説
レ
有
二
十
方
仏
一
不
レ 

信
。
故
不
レ
得
二
往
生
一
也
。
以
三
現
修
因
有
二
勝
劣
一
故
言
二
三
品
不
同
一
也
）
17
（

。

も
う
一
説
と
し
て
は
往
生
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ

の
根
拠
と
し
て
観
経
に
「
五
逆
十
悪
具
諸
不
善
」
と
説
く
の
に
対
し
、

『
群
疑
論
』
巻
三
で
「
観
経
言
、
下
品
下
生
者
、
或
有
二
衆
生
一、
造
二
五

逆
・
十
悪
一、
無
二
悪
不
一レ
造
）
18
（

」
と
、
悪
と
し
て
造
ら
ざ
る
は
無
い
と
言

い
換
え
る
箇
所
を
引
用
す
る
。
本
来
、
懐
感
が
五
逆
人
の
可
否
の
み
を

扱
っ
て
い
る
文
脈
で
、
珍
海
は
「
具
諸
不
善
」
に
謗
法
人
も
含
め
る
独

自
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
。『
観
仏
三
昧
経
』
に
よ
り
経
証
を
行
っ
た

後
、
先
程
の
Ⓒ
の
説
示
よ
り
「
乃
至
大
乗
善
趣
之
人
、
亦
有
レ
造
二―
作

四
重
・
五
逆
・
謗
法
罪
一
故
。」
と
引
用
し
、
善
趣
の
人
は
謗
法
罪
を

犯
し
て
も
往
生
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
常
没
の
謗
法
人
で
さ

へ
後
に
定
善
を
修
す
れ
ば
往
生
で
き
る
と
し
、「
不
レ
明
二
謗
法
・
闡
提

往
生
一
者
、
明
レ
悪
不
レ
尽
。
又
云
、
以
二
不
信
一
故
不
レ
得
二
往
生
一。」

と
、
吉
蔵
が
謗
法
・
闡
提
人
の
往
生
を
否
定
す
る
文
言
を
引
用
し
つ
つ

も
、
後
に
改
悔
し
大
乗
教
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
り
往
生
の
可
能
性
を
見

出
す
珍
海
の
謗
法
人
に
対
す
る
姿
勢
を
、
こ
こ
で
は
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。



― 87 ―

禅
那
院
珍
海
の
逆
謗
除
取
釈
に
つ
い
て
（
成

瀬
）

五
　
結
語

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
珍
海
の
逆
謗
除
取
釈
で
は
慧
遠
等
の
教
説
を

承
け
な
が
ら
も
、
独
自
の
解
釈
に
よ
り
常
没
造
逆
・
謗
法
人
の
往
生
の

可
能
性
を
模
索
す
る
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
考
察

の
過
程
で
慧
遠
が
『
大
乗
義
章
』
で
定
義
す
る
善
趣
と
常
没
の
位
、
更

に
は
九
品
中
の
下
品
人
を
善
趣
、
即
ち
十
信
位
と
捉
え
る
慧
遠
の
九
品

説
の
一
端
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
他
に
も
「
第
六
除
障
決

定
」
に
お
い
て
は
、
奥
野
光
賢
氏
の
研
究
）
19
（

に
も
あ
る
よ
う
に
、
小
乗
で

は
決
定
業
と
さ
れ
て
き
た
五
逆
・
謗
法
人
が
「
決
定
業
転
」
に
よ
っ
て

大
乗
で
は
往
生
可
能
と
な
る
問
答
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
決
定
業

に
つ
い
て
の
問
題
は
別
稿
で
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

1
　
石
田
﹇
一
九
六
七
﹈
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
、
普
賢
﹇
一
九
七
二
﹈

二
四
四
―
二
四
六
頁
を
参
照
。

2
　
大
正
四
四
、
八
一
〇
頁
中
。

3
　
大
正
四
四
、
八
一
三
頁
中
。

4
　
大
正
四
四
、
八
〇
九
頁
中
下
。

5
　『
涅
槃
経
（
北
本
）』
大
正
一
二
、
五
七
四
頁
下
、
も
し
く
は
『
涅
槃
経

（
南
本
）』
大
正
一
二
、
八
二
一
頁
下
。

6
　
大
正
四
七
、
〇
四
三
頁
下
〜
〇
四
四
頁
上
／
浄
全
六
、
〇
三
四
頁
上
下
。

7
　
浄
全
六
・
二
八
二
頁
下
。

8
　
大
正
八
四
、
一
一
三
頁
中
下
／
浄
全
十
五
、
四
九
六
頁
上
下
（〔
　
〕

は
浄
全
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

9
　
大
正
三
七
、
一
〇
七
頁
中
／
浄
全
五
、
〇
三
六
頁
上
。

10
　
大
正
三
七
、
一
八
四
頁
中
下
／
浄
全
五
、
一
九
五
頁
下
。

11
　
大
正
三
七
、
一
八
五
頁
下
〜
一
八
六
頁
上
／
浄
全
五
、
一
九
八
頁
上
下
。

12
　
大
正
三
七
、
一
八
三
頁
下
／
浄
全
五
、
一
九
三
頁
下
。

13
　
大
正
三
七
、
一
〇
七
頁
中
／
浄
全
五
、
〇
三
六
頁
上
。

14
　
大
正
五
七
、
五
四
四
頁
上
〜
下
／
浄
全
二
、
一
七
二
頁
上
〜
一
七
三
頁
上
。

15
　
大
正
八
四
、
一
一
三
頁
下
／
浄
全
十
五
、
四
九
六
頁
下
。

16
　
大
正
八
四
、
一
一
三
頁
下
／
浄
全
十
五
、
四
九
六
頁
下
〜
四
九
七
頁
上
。

17
　
大
正
三
七
、
二
四
五
頁
中
／
浄
全
五
、
三
五
〇
頁
下
。

18
　
大
正
四
七
、
〇
四
三
頁
下
／
浄
全
六
、
〇
三
四
頁
上
。

19
　
奥
野
﹇
二
〇
〇
六
﹈
を
参
照
。
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